
資料１－２ 

さいたま都市計画公園の変更について

都市計画法第１６条に基づく説明会の開催状況／

都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況

【議案第４０４号関係】
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議案第４０４号 さいたま都市計画公園の変更について 

１ 都市計画法第１６条に基づく説明会の開催状況 

（１）対象公園 さいたまセントラルパーク 

（２）説明会の開催状況 

＜会場説明会方式＞ 

開催日時 
令和３年３月１７日（水） 

１９：００～ 

令和３年３月２０日（土）

１０：００～ 

開催場所 さいたま市防災センター ４階 多目的ホール 

出席者 ２４名 ２６名 

＜動画配信方式＞ 

配信期間 令和３年３月１０日（水）から２２日（月）まで 

閲覧回数 

再生回数 

市ホームページ 

１４５回 

YouTube 

５２０回 

（３）意見の要旨 

＜会場説明会＞ 

種別 意見の要旨 意見に対する市の見解 

１
．
公
園
の
必
要
性
に
関
し
て

市民の憩いの場として整備すると言

っているが、アンケートで把握して

いるのか。合併記念見沼公園は、それ

ほどは利用されていないように見え

る。 

具体的なアンケートは実施してい

ないが、市全体では公園が少ないの

が実態である。なお、現在合併記念

見沼公園は、休日を中心に賑わって

おり、春と秋には公園の周辺自治会

等で構成する「セントラルパーク市

民協働会議」によるイベントが開催

されている。協働会議の前向きな議

論からも地域から期待されている

事業であると認識している。 
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当初の開墾目的は田圃であり、現在

も田圃や家庭菜園として親しんでい

る方の存在は忘れていないか。 

残念ながら、既に田圃はなくなって

しまったが、子どもたちへ見沼田圃

の歴史や文化等を継承していくた

め、学習水田の整備を計画してい

る。 

当初の構想では、浦和西高校周辺ま

で広がる公園となっている。さいた

ま市は災害が少ないと思うが、セン

トラルパークとして防災拠点がここ

まで必要か。 

構想自体は約 60ha と広大なものと

なっているが、今回の都市計画決定

は 15.7ha に限定して決定するもの

である。今後、構想で描いている全

てを公園にしていくことには課題

もある。現時点では、この 15.7ha で

防災機能の確保を考えている。 

２
．
計
画
範
囲
に
関
し
て

計画地の西側、緑地部分には、20～30

世帯の住宅がある。案が変更される

可能性はあるのか。 

都市計画事業は、長期を見据えて計

画、実施するものである。公園西側

からの利用者のアクセスを考える

と利点が大きいため、西側は見沼代

用水西縁沿いの通路に隣接するよ

うに計画している。 
現在の住宅は公園から外して、地区

の西側に新たに道路を整備できない

か。 

３
．
計
画
内
容
に
関
し
て

駐車場の位置を変更できないか。西

側の住宅地に近い所に入口がある

と、影響が大きいと考えられる。 

自動車学校側から公園に進入する

場合には右折レーンを設定する等、

警察協議を含め、今後の都市計画道

路の整備とあわせて、必要な検討を

各段階で進めていく。 

避難者への電気供給として、バイオ

マス発電をする場所として適切だと

思う。太陽光発電も考慮していただ

きたい。 

市では、これまでも防災公園を整備

する際には、ソーラー照明やかまど

ベンチ等の防災公園施設を設置し

てきたところ。本公園についても、

必要な防災公園施設の導入を検討

していく。 
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４
．
水
害
に
関
し
て

公園周辺には病院や消防署が隣接し

ており、芝川小学校は避難場所にな

っているなど、防災拠点を形成して

いる。また、芝川小学校の校庭は少し

勾配があり、雨水時の配慮を行って

いる。この公園でも、隣地への配慮を

しっかり行ってもらいたい。 

公園の雨水排水計画は、現時点で

は、調整池機能を持つ「見沼の池」

へ水が流れるように計画しており、

設計段階においても雨水がしっか

り処理できるよう進めていく。 

公園の整備によって、避難場所とし

ての機能も有するとのことだが、芝

川は氾濫しないのか。公園が水浸し

にならないのか。 

基本的には地震災害時の避難場所

を想定している。洪水被害のリスク

がある場合の避難地としては想定

していない。 

津波が発生すると、荒川、芝川を見沼

まで遡上してくると聞いたことがあ

る。このことを検証しているのか。農

地に水を逃がすことも想定される。

水害に対しての安全性を確認すべき

である。 

現時点で、津波が芝川を遡上してく

るといった想定はしていないが、公

園整備に向けて各種情報の収集に

努めていく。 

池の水深はどのくらいか。地区南側

の下流側では、胸まで浸かる水害が

昨年起こっている。 

調整池として必要な機能を確保で

きるよう、基本設計、詳細設計の中

で検討していく。 

大宮第二公園のような大きな調整池

になるのか。 

河川事業の大きな調節池とは異な

る。 



-４- 

５
．
道
路
整
備
に
関
し
て

西側の道路、代用水沿いの管理用通

路も拡幅するのか。現状では幅も狭

いが、拡幅する必要はないのか。 

見沼代用水土地改良区の管理用通

路のため、拡幅計画はない。 

芝川沿いの道路拡幅と公園南側道路

の整備時期は、いつ頃か。通り抜けの

交通量が多く気になっている。 

芝川沿いの道路は、建設局が歩道付

きの 9m 道路の検討を進めている。

南側の道路は、都市計画道路「南大

通東線」として、第二産業道路まで

抜けていく道路である。歩道付きの

4 車線道路を計画しており、時期に

ついては、道路と公園の整備を合わ

せて実施できるよう調整している。

６
．
そ
の
他

大宮区は公園に恵まれている。整備

した分だけ維持管理もかかる。その

余裕があるのなら、税金を免除して

もらいたい。 

確かに公園の整備や管理には多額

の費用がかかる。本市としては、国

の補助金を活用する等、市の財政負

担の抑制に努めていく。 
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＜動画配信＞ 

種別 意見の要旨 意見に対する市の見解 

３
．
計
画
内
容
に
関
し
て

計画図にある展望広場の高さは、ど

のくらいか。近隣に住んでいるので

展望広場からの視線が気になる。 

この展望広場は、その東側の広場や

池を眺めるために設置するものであ

る。高さとしては、現状から約２ｍ

盛土する計画だが、展望広場の西側

に植栽帯を設けることで、住宅地側

にも配慮した計画としている。 

 今後、基本設計や実施設計を行う

過程で詳細な検討を進めていく予定

である。 

計画地の南側の大宮南部浄化センタ

ーに「みぬま見聞館」がある。公園

の計画内容と類似の様に思えるた

め、総合的に利用できる計画とすべ

き。 

今回、計画している「見沼の池」に

ついては、見沼田圃の水域ネットワ

ークの拠点として多様な野鳥の生息

の場とするとともに、水害を抑制す

るための雨水調整池機能を担ってお

り、公園整備に必要な施設となって

いる。 

 また「学習水田」については、水

田の体験学習を通じて見沼田圃の歴

史性、見沼の風土等を学ぶ空間とす

ることに加え、情操教育に効果のあ

る農業体験を通じ、心と身体の健康

を培い、豊かな人間性、自然への感

謝の気持ちを育むため、総合学習の

場として活用することを考えてい

る。 

 上記の点において、指摘のある環

境学習施設および自然庭園で構成す

る「自然庭園・みぬま見分館」とは

異なる機能を有しているものと考え

ているが、今後の参考とさせて頂く。
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２ 都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

（１）縦覧の期間及び縦覧者数 

縦覧の告示 令和３年６月１６日 

縦覧及び意見書の

提出期間 

令和３年６月１６日から 

令和３年６月３０日まで 

縦覧者数 ３名 

（２）意見書の提出状況 

   ２通２名 【内訳】賛成１通１名・反対０通０名・その他意見１通１名 

（３）都市計画法第１７条に基づき提出された意見書の要旨 

（賛成意見） 

・豊かな自然が市民のオアシスとして保全されること、広域防災拠点として整

備されることに賛成（１件） 

（反対意見） 

・０件 

（その他意見） 

・植物（スイカズラ）の保全・保護について（１件） 
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（４）都市計画法第１７条に基づき提出された意見書の内容 

提出日 意見書の内容 

令和 3 年 

6 月 25 日 

自分の所有する田にチョウ（蝶）に大切な植物（スイカズ

ラ）が自生している。（他にも数ヵ所有る） 

公園を造る場合には、別な場所（現在の記念公園）に移動さ

せておいてから実施してもらいたい。又計画公園内に特別保護

区を数ヵ所計画してほしい。

※具体的にはスイカズラはツルでまきつく植物なのでフェンス

のような物を設置してもらえれば大変良い。 

生態系保護の為に自然保護区の設置。 

人間も動植物も自然の中で生きる。人間だけが生きられる社

会はありえない、どうか自然をより多く取り入れみんなが楽し

める公園を計画してほしい。 

令和 3 年 

6 月 30 日 

首都近郊に在する当該地区が、大規模空間として、その豊か

な自然を市民のオアシスとして保全されることに多いに賛成で

す。 

また、多くの市民を有する地域に存することで、いざ災害等

発生時に市民の避場所としての広域防災拠点に最適な場所と言

えましょう。 

上記理由により、速やかに当該都市計画を進めていただきた

いと思います。なお、当方は当地に工場を置いている事業者

で、現在は貸付けしておりますが、再び事業を展開する必要が

あり、速やかに当該計画に協力する所存ですので、何卒宜しく

お願い申し上げます。 


